
１．重要な会計方針
有形固定資産等の評価基準及び評価方法

①　有形固定資産
　　取得原価を計上しています。
　　ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
　　ア　昭和５９年度以前に取得したもの
　　　　再調達原価を計上しています。
　　　　ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。
　　イ　昭和６０年度以後に取得したもの
　　　　取得原価が判明しているものは取得原価を、取得原価が不明なものは再調達原
　　　　価を計上しています。
　　　　ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としてい
　　　　ます。

②　無形固定資産
　　取得原価を計上しています。

有価証券等の評価基準及び評価方法
①　満期保有目的有価証券
　　償却原価法により計上しています。

②　満期保有目的外の有価証券
　ア　市場価格のあるもの
　　　会計年度末日における市場価格に基づく時価法により計上しています。

　イ　市場価格のないもの
　　　取得原価を計上しています。

③　出資金
　ア　市場価格のあるもの
　　　会計年度末日における市場価格に基づく時価法により計上しています。

　イ　市場価格のないもの
　　　出資金額を計上しています。

有形固定資産等の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く。）
　　定額法によっています。

②　無形固定資産（リース資産を除く。）
　　定額法（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（５年）に
　基づく定額法）によっています。

③　リース資産
　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内
　のリース取引及びリース料総額が３００万円以下のリース取引を除く。）は、自己
　所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっています。



引当金の計上基準及び算定方法
①　投資損失引当金
　　市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものに
　ついて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を
　計上しています。

②　徴収不能引当金
　　過去５年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。

③　退職手当引当金
　　期末自己都合要支給額を計上しています。

④　損失補償等引当金
　　履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の
　健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上し
　ています。

⑤　賞与等引当金
　　翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費
　相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上し
　ています。

リース取引の処理方法
①　所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引及び
　リース料総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引を除く。）
　　通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

②　①以外のリース取引
　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

資金収支計算書における資金の範囲
　地方自治法第235条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金とし、出納整理期間に
おける取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

その他財務書類作成のための基本となる重要な事項
①　物品及びソフトウェアの計上基準
　　物品については、鹿児島市物品会計規則に規定する重要物品を資産として計上して
　います。
　　（重要物品）
　　　ア　購入価額又は評価価額が１００万円以上の備品及び動物
　　　イ　二輪車を除く自動車
　　　※美術品は、重要物品と同様１００万円以上の場合に資産として計上しています。
　　ソフトウェアについては、本市が所有するもので、研究開発費に該当しないソフト
　ウェア製作費であって、当該ソフトウェアの利用により将来の費用削減が確実である
　と認められるものを計上しています。

②　資本的支出と修繕費の区分基準
　　資本的支出と修繕費の区分基準については、有形固定資産のうち、償却資産に対し
　て修繕等を行った場合は、修繕等に係る支出が当該償却資産の価値を高め、又はその
　耐久性を増すことになると認められるかどうかを判断し、認められる部分に対応する
　金額を資本的支出として計上しています。なお、区分が不明な場合は、金額が６０万
　円未満であるとき、又は固定資産の取得価額等のおおむね１０％相当額以下であると
　きに修繕費として処理しています。

２．重要な会計方針の変更等
なし

３．重要な後発事象
なし



４．偶発債務
保証債務及び損失補償債務負担の状況（総額、確定債務額及び履行すべき額が確定していない
ものの内訳（貸借対照表計上額及び未計上額））

鹿児島県信用保証協会　　　損失補償残高　１，３９９，５４４千円
　うち財政健全化法の将来負担比率の
　　算定上将来負担額とした額（貸借対照表計上額）　　４７，１２３千円

係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの
なし

５．追加情報
対象範囲（対象とする会計名）

一般会計
土地区画整理事業清算特別会計
地域下水道事業特別会計
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

出納整理期間及び会計年度末の計数について
　地方自治法第235条の５の規定により出納整理期間が設けられています。出納整理期間
における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

表示単位未満の金額について
　記載金額は千円未満を四捨五入して表示しているため、合計が一致しない場合がありま
す。

地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況
　地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとお
りです。
　実質赤字比率　　　　　－
　結実質赤字比率　　　　－
　実質公債費比率　　４．３％
　将来負担比率　　２５．１％

利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額
１８１，４８２千円

繰越事業に係る将来の支出予定額
９，６２６，５７８千円

売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲
①　範囲
　　普通財産及び用途廃止が予定されている行政財産のうち、市が財源確保を図るため
　に売却可能な遊休資産や未利用資産
　　原則として、次のものは除くこととしています。
　　　普通財産のうち、公共目的のため保有しているもの
　　　貸し付けているもの
　　　山林・原野及び溶岩地

②　内訳
　　事業用資産　９７７百万円（８３４百万円）
　　令和５年３月３１日時点における売却可能価額を記載しています。
　　売却可能価額は、固定資産税路線価に基づく評価を原則としています。
　　上記の（８３４百万円）は貸借対照表による簿価を記載しています。

事業用資産／土地 ：833,825,881円



減債基金に係る積立不足の有無及び不足額
積立不足はありません。

基金借入金（繰替運用）の内容
基金繰替運用はありません。

地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財
政需要額に含まれることが見込まれる金額

１４８，０３８，３３２千円

将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定
要素）

・標準財政規模　　　　　　　１３６，９４３，９８５千円
・将来負担額　　　　　　　　３３２，１８４，８５２千円
・充当可能基金額　　　　　　　４８，１３９，２４４千円
・充当可能特定歳入　　　　　　６３，４５７，３６９千円
・基準財政需要額算入見込額　１９０，２７３，５１９千円

自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース
債務金額

短期リース債務　　３６，５２６千円
長期リース債務　１２３，６５５千円

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容
①　固定資産形成分
　　固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上して
　います。

②　余剰分（不足分）
　　純資産合計額のうち、固定資産形成分を差し引いた額を計上しています。

基礎的財政収支
４，４５５，９５７千円

資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳
資金収支計算書
　業務活動収支　　　　　　　　　　　　　　１０，７２６，９５６千円
　投資活動収入の国県等補助金収入　　　　　　５，０６９，９８８千円
　未収債権、未払債務等の減少　　　　　　　２０，４７５，８２１千円
　減価償却費　　　　　　　　　　　　　　　２２，７４９，６５８千円
　賞与等引当金繰入額　　　　　　　　　　　　２，２４８，５４０千円
　退職手当引当金繰入額　　　　　　　　　　　１，４１７，０６１千円
　徴収不能引当金繰入額　　　　　　　　　　　　　２９５，０５３千円
　損失補償等引当金繰入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　－千円
　資産除売却損　　　　　　　　　　　　　　　１，４８１，６６１千円
　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・
純資産変動計算書の本年度差額　　　　　　　△８，０８０，７９２千円

一時借入金について
資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。
なお、予算に定める一時借入金の借入れの最高額及び利子額は次のとおりです。
　一時借入金の借入れの最高額　　３，０００，０００千円
　一時借入金に係る利子額　　　　　　　　３，１００千円



重要な非資金取引
・減価償却費　　　　　　　　　２２，７４９，６５８千円
・賞与等引当金繰入額　　　　　　２，２４８，５４０千円
・退職手当引当金繰入額　　　　　１，４１７，０６１千円
・徴収不能引当金繰入額　　　　　　　２９５，０５３千円
・投資損失引当金繰入額　　　　　　　　　　　　　－千円
・損失補償等引当金繰入額　　　　　　　　　　　　－千円


